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○相模原市医療費助成条例 

昭和４９年３月２９日 

条例第１３号 

(目的) 

第１条 この条例は、市民の健康の保持及び生活の安定を図るため、医療費の一部

を助成し、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。 

(一部改正〔昭和５７年条例２６号・平成３年２４号・６年２１号・７年７

号〕) 

(定義) 

第２条 この条例において「児童」とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１

日までにある者、２０歳未満の者で規則で定める程度の障害の状態にあるもの又

は２０歳未満の者で規則で定める学校に在学しているものをいう。 

２ この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当

該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父又は母がその児童を監護する

家庭をいう。 

（１）父又は母が死亡した児童 

（２）父母が婚姻を解消した児童 

（３）父又は母が規則で定める障害の状態にある児童 

（４）父又は母の生死が明らかでない児童 

（５）前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの 

３ この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、

かつ、その生計を維持する者であつて、父母、児童福祉法(昭和２２年法律第１６

４号)第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居

型児童養育事業」という。)を行う者及び同法第６条の４に規定する里親以外のも

のをいう。 

（１）父母が死亡した児童 

（２）父母が監護しない前項各号に掲げる児童 

４ この条例において「小児」とは、１５歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

でにある者をいう。 
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５ この条例において「高校生等」とは、１５歳に達する日の翌日以後の最初の４

月１日から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある者をいう。 

６ この条例において「小児等養育者」とは、次の各号のいずれかに掲げる者をい

う。 

（１）小児又は高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 

（２）父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない小児又は高校生等を監

護し、かつ、その生計を維持する者 

７ 前項第１号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である小児又は

高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該小児又は高校生

等は、当該父又は母のうちいずれか当該小児又は高校生等の生計を維持する程度

の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 

８ この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていない

が、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、「配偶者」には、

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚

姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合

を含むものとする。 

(追加〔平成３年条例２４号〕、一部改正〔平成７年条例２５号・１０年９

号・１４年２９号・１６年９号・１７年１２号・２１号・１９年１３号・

５１号・２１年９号・２４年２２号・２５年７号・２６年７０号・３０年

１２号・令和５年７８号〕) 

(対象者) 

第３条 この条例による医療費の助成(以下「医療費助成」という。)を受けること

ができる者(以下「対象者」という。)は、相模原市国民健康保険条例(昭和３４年

相模原市条例第２号)に基づく被保険者(以下「市国保被保険者」という。)、高齢

者の医療の確保に関する法律(昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」

という。)に基づく被保険者(次項各号に掲げる者に限る。)又は本市に住所を有す

る者で、国民健康保険法(昭和３３年法律第１９２号)に基づく被保険者(市国保被

保険者を除く。)若しくは規則で定める保険各法(以下「保険各法」という。)に基

づく被保険者若しくは組合員若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該
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当するものとする。 

（１）身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第１５条第４項の規定によ

る身体障害者手帳(以下「身障者手帳」という。)の交付を受け、身体障害者福

祉法施行規則(昭和２５年厚生省令第１５号)別表第５号(以下「省令別表」とい

う。)の１級又は２級に該当する障害を有する者 

（２）児童福祉法第１２条第１項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」とい

う。)又は知的障害者福祉法(昭和３５年法律第３７号)第１２条第１項に規定す

る知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が３

５以下と判定された者 

（３）身障者手帳の交付を受け、省令別表の３級に該当する障害を有し、かつ、

児童相談所又は更生相談所において知能指数が５０以下と判定された者 

（４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)第

４５条第２項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和２５年政令第１５５号)第６条第３

項に規定する１級又は２級に該当する障害を有する者 

（５）ひとり親家庭の父又は母及びその児童(前各号に該当する者を除く。) 

（６）養育者及び養育者が扶養する前条第３項各号に掲げる児童(第１号から第４

号までに該当する者を除く。) 

（７）小児(前各号に該当する者を除く。) 

（８）高校生等(第１号から第６号までに該当する者を除く。) 

２ 前項に規定する高齢者医療確保法に基づく被保険者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

（１）本市に住所を有する被保険者 

（２）高齢者医療確保法第５５条第１項(高齢者医療確保法第５５条の２第２項に

おいて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、病院等

(高齢者医療確保法第５５条第１項に規定する病院等をいう。次号において同

じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。次号において同じ。)をした際本

市に住所を有していたもの 

（３）高齢者医療確保法第５５条第２項第１号(高齢者医療確保法第５５条の２第
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２項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、

継続して入院等をしている２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした

際本市に住所を有していたもの 

（４）高齢者医療確保法第５５条第２項第２号(高齢者医療確保法第５５条の２第

２項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、

最後に行つた同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の

際本市に住所を有していたもの 

（５）高齢者医療確保法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であ

つて、国民健康保険法第１１６条の２第１項又は第２項の規定の適用を受け、

これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保

険者であつたもの 

３ 前２項の規定にかかわらず、第１項第１号から第４号までのいずれかに該当す

る者で、該当することとなつた年齢が６５歳以上であるものは、対象者としない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、

対象者としない。 

（１）生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)による保護を受けている者 

（２）次に掲げるいずれかの支援給付を受けている者 

ア中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成６年法律第３０号)第１４条第１

項に規定する支援給付 

イ中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律の一部を改正する法律(平成１９年法律第１２７号)附則第４条第１項に規

定する支援給付 

ウ中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律の一部を改正する法律(平成２５年法律第１０６号)附則第２条第２項の規

定によりなお従前の例によることとされた支援給付 

（３）国民健康保険法の規定による世帯主、高齢者医療確保法の規定による被保

険者又は保険各法の規定による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額

を国又は地方公共団体において負担している施設に入所している者 
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（４）小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者 

(全部改正〔昭和５０年条例７号〕、一部改正〔昭和５６年条例１７号・５

７年２６号・５９年２０号・平成３年２４号・７年７号・２５号・１０年

９号・１１年９号・１４年２９号・１６年９号・１７年１２号・２１号・

１８年１５号・１９年５１号・２０年１０号・３７号・２１年９号・２５

年７号・２６年４６号・３０年１２号・１３号・令和５年７８号・６年１

７号〕) 

(所得の制限) 

第４条 前条の規定にかかわらず、同条第１項第５号又は第６号に該当する者で、

次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。 

（１）対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」と

いう。)の前々年の所得の額が、その者の所得税法(昭和４０年法律第３３号)に

規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当

該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年の１２月３１日に

おいて生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上である

とき。 

（２）ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治２９年

法律第８９号)第８７７条第１項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計

を同じくするものの前々年の所得の額が、その者の扶養親族等の有無及び数に

応じて、規則で定める額以上であるとき。 

２ 前条の規定にかかわらず、同条第１項第８号に該当する者で、次の各号に掲げ

る期間の区分に応じ、その小児等養育者(小児等養育者がない同号に該当する者に

あつては、その者)の当該各号に定める所得の額が、当該小児等養育者の扶養親族

等及び扶養親族等でない１８歳に満たない者で当該小児等養育者が当該所得があ

つた年の１２月３１日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則

で定める額以上であるときは、当該期間においては対象者としない。 

（１）１５歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から同日の属する年の７月

３１日までの間 当該４月１日の属する年の前々年の所得 

（２）前号に掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの
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間 当該８月１日の属する年の前年の所得 

（３）前号に掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの

間 当該８月１日の属する年の前年の所得 

（４）前号に掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間 当該８月１日の属する年の前年の所得 

３ 第１項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所

得に関しては、規則の定めるところによる。 

４ 第１項及び第２項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定め

る。 

(追加〔平成３年条例２４号〕、一部改正〔平成７年条例２５号・１０年９

号・１４年２９号・１６年９号・１７年１２号・１９年１３号・５１号・

２６年７０号・２９年５９号・３０年１２号・令和５年７８号〕) 

(助成の範囲) 

第５条 国民健康保険法、高齢者医療確保法又は保険各法(以下「国民健康保険法等」

という。)に基づく医療に関する給付を受けた対象者に対する医療費助成は、国民

健康保険法等の規定による療養の給付等に要する費用のうち、対象者に係る国民

健康保険法の規定による世帯主、高齢者医療確保法の規定による被保険者又は保

険各法の規定による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(健康保険法

(大正１１年法律第７０号)第８５条第２項に規定する食事療養標準負担額、同法

第８５条の２第２項に規定する生活療養標準負担額、高齢者医療確保法第７４条

第２項に規定する食事療養標準負担額、高齢者医療確保法第７５条第２項に規定

する生活療養標準負担額、当該医療に関して附加給付金として保険者が給付する

額及び当該医療に関して他の法令の規定により費用の負担を受けることができる

ときは、当該費用の負担を受けることができる限度額を除く。以下「保険対象助

成額」という。)について行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第１項第７号又は第８号に該当する対象者(１

２歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある者及び同項第７号又は第８号

に該当する対象者で、次の各号に掲げる区分に応じ、その小児等養育者(小児等養

育者がない同号に該当する対象者にあつては、その者)が当該各号に定める所得の
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あつた年の翌年の１月１日において日本国内に住所を有し、当該所得について地

方税法(昭和２５年法律第２２６号)の規定により市町村民税を課されていない者

である当該対象者を除く。)で、医療に関する給付(薬局における薬剤の支給及び

入院に係るものを除く。以下この項において同じ。)を受けたものに対する医療費

助成は、保険対象助成額(薬局における薬剤の支給及び入院に係るものを除く。)

が医療に関する給付１回につき５００円を超えた場合に、当該保険対象助成額か

ら５００円を控除した額について行うものとする。 

（１）第３条第１項第７号に該当する対象者(１２歳に達する日以後の最初の３月

３１日までにある者を除く。) 次に掲げる期間に応じ、それぞれに定める所得 

ア当該対象者が１２歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から同日の属す

る年の７月３１日までにある間 当該４月１日の属する年の前々年の所得 

イ当該対象者がアに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する

日までにある間 当該８月１日の属する年の前年の所得 

ウ当該対象者がイに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する

日までにある間 当該８月１日の属する年の前年の所得 

エ当該対象者がウに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１５歳に達する

日以後の最初の３月３１日までにある間 当該８月１日の属する年の前年の

所得 

（２）第３条第１項第８号に該当する対象者 前条第２項各号に規定する当該対

象者に係る期間に応じ、同項各号に定める所得 

(全部改正〔平成６年条例２１号〕、一部改正〔平成７年条例２５号・１０

年９号・１２年３８号・１４年２９号・１６年９号・１８年４７号・２０

年１０号・２５年７号・３０年１２号・令和２年７０号・５年７８号〕) 

(申請及び医療証の交付) 

第６条 対象者は、医療費助成を受けようとするときは、市長に申請しなければな

らない。この場合において、対象者が第３条第１項第１号から第４号までに該当

する場合は対象者又はその保護者(父母その他の者であつて、現に当該対象者と生

計を共にし、世帯を同じくしている者をいう。第８条において同じ。)、同項第５

号又は第６号に該当する場合はひとり親等、同項第７号又は第８号に該当する場
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合は小児等養育者(小児等養育者がない同号に該当する者にあつては、その者。同

条において同じ。)が申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請に基づいて、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、その者に対し医療証を交付しなければならない。 

(一部改正〔昭和５７年条例２６号・平成３年２４号・５年２７号・６年２

１号・７年２５号・１０年９号・１４年２９号・１６年９号・３０年１２

号・令和５年７８号〕) 

(医療証の提示) 

第７条 前条第２項の規定により医療証の交付を受けた者は、病院、診療所、薬局

その他の者(以下「医療取扱機関」という。)において、医療に関する給付を受け

ようとするときは、当該医療取扱機関に医療証を提示しなければならない。 

(一部改正〔昭和５７年条例２６号・平成３年２４号・６年２１号・１０年

９号〕) 

(助成の方法) 

第８条 対象者に対する医療費助成は、医療取扱機関に支払うことによつて行うも

のとする。ただし、医療費を医療取扱機関に支払つた場合の医療費助成は、対象

者(対象者が第３条第１項第１号から第４号までに該当する場合は対象者又はそ

の保護者、同項第５号又は第６号に該当する場合はひとり親等、同項第７号又は

第８号に該当する場合は小児等養育者)に支払うことによつて行うことができる。 

(全部改正〔昭和５７年条例２６号〕、一部改正〔平成３年条例２４号・５

年２７号・６年２１号・７年２５号・１０年９号・１４年２９号・１６年

９号・２５年７号・３０年１２号・令和５年７８号〕) 

(損害賠償との調整) 

第９条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額

の限度において、医療費助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した額

に相当する金額を返還させることができる。 

(一部改正〔昭和５７年条例２６号・平成３年２４号〕) 

(不正利得の徴収) 

第１０条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費助成を受けた者があるとき
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は、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するこ

とができる。 

(一部改正〔昭和５７年条例２６号・平成３年２４号〕) 

(譲渡等の禁止) 

第１１条 医療費助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえる

ことができない。 

(一部改正〔昭和５７年条例２６号・平成３年２４号〕) 

(届出の義務) 

第１２条 対象者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があつたときは、

速やかに市長に届け出なければならない。 

２ ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規則の定めるところ

により市長に届け出なければならない。 

(一部改正〔昭和５７年条例２６号・平成３年２４号〕) 

(委任) 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

(一部改正〔平成３年条例２４号〕) 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

(相模原市老人医療費助成条例の廃止) 

２ 相模原市老人医療費助成条例(昭和４７年相模原市条例第２８号。以下「旧条例」

という。)は、廃止する。 

(経過措置) 

３ この条例施行の際、現に旧条例の規定により行なわれた申請または届出は、こ

の条例の相当規定により行なわれた申請または届出とみなす。 

４ この条例施行の際、現に旧条例第５条の規定により交付された医療証は、第４

条第２項の規定により交付された医療証とみなす。 

(津久井町及び相模湖町の編入に伴う経過措置) 

５ 津久井町及び相模湖町の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧津久井町重
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度障害者医療費助成条例(昭和５７年津久井町条例第２６号)、旧津久井町小児の

医療費の助成に関する規則(平成７年津久井町規則第２６号)、旧相模湖町医療費

の支給に関する条例(昭和４８年相模湖町条例第２５号)若しくは旧相模湖町ひと

り親家庭等の医療費助成に関する条例(平成３年相模湖町条例第２１号)の規定に

より交付された医療証若しくは受給者証又は編入日前の津久井町における津久井

町ひとり親家庭等医療費助成事業(以下「旧津久井町ひとり親家庭等医療費助成事

業」という。)により同町の長が交付した医療証は、編入日の属する月末までにあ

つては、この条例の規定により交付された医療証とみなす。 

(追加〔平成１７年条例９１号〕) 

６ 編入日前の旧津久井町重度障害者医療費助成条例、旧津久井町小児の医療費の

助成に関する規則、旧相模湖町医療費の支給に関する条例、旧相模湖町ひとり親

家庭等の医療費助成に関する条例若しくは旧相模湖町小児の医療費の助成に関す

る条例(平成７年相模湖町条例第１６号)(以下「旧町条例等」という。)の規定に

よる診療、薬剤の支給若しくは手当に係る医療費の助成については、旧町条例等

の規定の例に、又は旧津久井町ひとり親家庭等医療費助成事業による診療、薬剤

の支給若しくは手当に係る医療費の助成については、旧津久井町ひとり親家庭等

医療費助成事業の例による。 

(追加〔平成１７年条例９１号〕) 

７ 前２項に規定するもののほか、編入日前に旧町条例等によりなされた処分、手

続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、又は旧津

久井町ひとり親家庭等医療費助成事業によりなされた処分、手続その他の行為は、

この条例の規定によりなされたものとみなす。 

(追加〔平成１７年条例９１号〕) 

(城山町及び藤野町の編入に伴う経過措置) 

８ 城山町及び藤野町の編入の日(以下「２町の編入の日」という。)前に旧城山町

重度障害者等の医療費扶助に関する規則(昭和４８年城山町規則第３号)、旧城山

町ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成４年城山町規則第２号)、旧城

山町小児の医療費助成に関する規則(平成７年城山町規則第２０号)、旧藤野町重

度心身障害者等の医療費扶助に関する規則(昭和４８年藤野町規則第２号)若しく
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は旧藤野町小児医療費の助成に関する規則(平成１４年藤野町規則第１３号)(以

下「旧町規則」という。)の規定により交付された医療証若しくは受給者証又は２

町の編入の日前の藤野町における藤野町ひとり親家庭等医療費助成事業(以下「旧

藤野町ひとり親家庭等医療費助成事業」という。)により同町の長が交付した医療

証は、２町の編入の日の属する月の末日までは、この条例の規定により交付され

た医療証とみなす。 

(追加〔平成１８年条例７９号〕) 

９ ２町の編入の日前の旧町規則の規定による診療、薬剤の支給又は手当に係る医

療費の助成については旧町規則の規定の例に、旧藤野町ひとり親家庭等医療費助

成事業による診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については旧藤野町

ひとり親家庭等医療費助成事業の例による。 

(追加〔平成１８年条例７９号〕) 

１０ 城山町の編入の日前に旧城山町小児の医療費助成に関する規則(以下「旧城山

町規則」という。)の規定により定められた医療費の助成を受けることができる者

に係る診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、この条例の規

定にかかわらず、なお旧城山町規則の規定の例による。 

(追加〔平成１８年条例７９号〕) 

１１ 前３項に規定するもののほか、２町の編入の日の前に旧町規則によりなされ

た処分、手続その他の行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、

旧藤野町ひとり親家庭等医療費助成事業によりなされた処分、手続その他の行為

はこの条例の規定によりなされたものとみなす。 

(追加〔平成１８年条例７９号〕) 

(相模原市国民健康保険条例の一部改正) 

１２ 相模原市国民健康保険条例(昭和３４年相模原市条例第２号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条の３第３項中「および相模原市老人医療費助成条例(昭和４７年相模原市

条例第２８号)」を削る。 

(一部改正〔平成１７年条例９１号・１８年７９号〕) 

附 則(昭和５０年３月２７日条例第７号) 
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１ この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の相模原市医療費助成条例の適用を受けることとなる者

が、この条例の施行の日前に行なつた相模原市国民健康保険条例(昭和３４年相模

原市条例第２号)の規定に基づく届出は、相模原市医療費助成条例第４条第１項に

規定する申請とみなす。 

附 則(昭和５６年３月２６日条例第１７号) 

この条例は、昭和５６年７月１日から施行する。 

附 則(昭和５７年１２月１８日条例第２６号) 

１ この条例は、昭和５８年２月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に行われた医療に係る改正前の相模原市医療費助成条例

の規定による医療費助成については、なお従前の例による。 

附 則(昭和５９年９月２９日条例第２０号) 

この条例は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 

(昭和５９年規則第４１号で昭和５９年１０月１日から施行) 

附 則(平成３年１２月２６日条例第２４号) 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則(平成５年１２月２２日条例第２７号) 

１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に行われた医療に係る改正前の相模原市医療費助成条例

の規定による医療費助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成６年９月３０日条例第２１号) 

この条例は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則(平成７年３月２３日条例第７号) 

この条例は、平成７年１０月１日から施行する。 

附 則(平成７年９月２９日条例第２５号) 

この条例は、平成７年１０月１日から施行する。 

附 則(平成１０年３月２６日条例第９号) 

１ この条例は、平成１０年１０月１日から施行する。 
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２ この条例の施行の日前に行われた医療に係る改正前の相模原市医療費助成条例

の規定による医療費助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成１１年３月２９日条例第９号) 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則(平成１２年１２月２５日条例第３８号) 

この条例は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則(平成１４年９月２７日条例第２９号) 

(施行期日) 

１ この条例中第１条の規定及び次項の規定は平成１４年１０月１日から、第２条

の規定及び附則第３項の規定は平成１５年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例中第１条の規定(第２条の規定については、当該規定。以下同じ。)に

よる改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、第１条の規定の施行の日以後に

行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同条の

規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成につ

いては、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の相模原市医療費助成条例(以下「新条例」という。)

の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、同条の規定による改正前

の相模原市医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第３条第１項(第１号に限る。)

に該当する者及び施行日の前日において６８歳以上７０歳未満の者で施行日以後

に旧条例第３条第１項(第１号に限る。)に該当することとなったものに係る医療

費の助成については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則(平成１６年３月２６日条例第９号) 

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の

日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医

療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成１７年３月２８日条例第１２号) 
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１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の

日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医

療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成１７年３月３１日条例第２１号) 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則(平成１７年１２月２１日条例第９１号) 

この条例は、平成１８年３月２０日から施行する。 

附 則(平成１８年３月９日条例第１５号) 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の

日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医

療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成１８年９月３０日条例第４７号) 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

(一部改正〔平成２０年条例１０号〕) 

２ この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費助成については、なお従前

の例による。 

(一部改正〔平成２０年条例１０号〕) 

附 則(平成１８年１２月２５日条例第７９号) 

この条例は、平成１９年３月１１日から施行する。 

附 則(平成１９年３月９日条例第１３号) 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の

日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医

療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。 
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附 則(平成１９年１２月２５日条例第５１号) 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の

日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医

療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成２０年３月２７日条例第１０号抄) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の

日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医

療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成２０年３月２７日条例第３７号) 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則(平成２１年３月２６日条例第９号) 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則(平成２４年３月３０日条例第２２号) 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則(平成２５年３月２５日条例第７号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２６年１０月１日条例第４６号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２６年１２月２４日条例第７０号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

(経過措置) 
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２ 改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われ

た診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行わ

れた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例に

よる。 

附 則(平成２９年１２月２８日条例第５９号) 

この条例は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則(平成３０年３月２６日条例第１２号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。ただし、第２条第１項及び

第２項第５号、第３条第３項並びに第６条第２項の改正規定並びに附則第３項の

規定は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」

という。)以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について

適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成につ

いては、なお従前の例による。 

(準備行為) 

３ 改正後の相模原市医療費助成条例の規定による医療費の助成に係る申請の受付

その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。 

附 則(平成３０年３月２６日条例第１３号) 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則(令和２年１２月２１日条例第７０号抄) 

(施行期日) 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

(相模原市医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置) 

２ 第１条の規定による改正後の相模原市医療費助成条例の規定は、同条例第４条

第２項各号に定める所得及び同条第３項に規定する所得(以下この項において「算

定所得」という。)が令和２年以後の所得である場合の診療、薬剤の支給又は手当

に係る医療費の助成について適用し、算定所得が令和元年以前の所得である場合
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の診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例によ

る。 

附 則(令和５年１２月２２日条例第７８号抄) 

(施行期日) 

１ この条例は、令和６年８月１日から施行する。ただし、第８条第１項の改正規

定(「同項第１号」を「第３条第１項第１号」に改める部分に限る。)及び附則第

７項の規定は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の相模原市医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条

例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる診療、薬剤の支給又は手

当に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又

は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

３ 改正前の相模原市医療費助成条例(以下「旧条例」という。)の規定にかかわら

ず、施行日以後、新条例第３条第１項第７号又は第８号に該当する者として、新

条例の規定により医療費の助成を受けようとする者の新条例第２条第６項に規定

する小児等養育者(以下この項において「小児等養育者」という。)(小児等養育者

がない新条例第３条第１項第８号に該当する者にあっては、その者)は、市長に申

請しなければならない。ただし、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日か

ら施行日の前日までの間のうち、全部又は一部の期間において、旧条例第３条第

１項第７号又は第８号に該当する者として、旧条例の規定による医療費の助成を

受けている者は、この限りでない。 

４ 市長は、前項ただし書に規定する者について、同項本文の規定による申請があ

ったものとみなし、新条例の規定を適用する。 

５ 施行日の前日において旧条例第３条第１項第８号に該当する者(１５歳に達す

る日の翌日以後の最初の４月１日から１８歳に達する日の属する月の末日までに

ある者に限る。)として、旧条例の規定による医療費の助成を受けている者(施行

日の前日が１６歳から１８歳までのそれぞれの年齢に達する日の属する月の末日

である者を除く。)が、施行日において新条例の規定を適用することとした場合、

新条例第４条第２項の規定により医療費の助成の対象者とならないこととなると
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きは、同項の規定にかかわらず、施行日から１年を経過する日までの間(令和６年

４月１日から令和７年３月３１日までの間に１８歳に達する者にあっては、施行

日から同日までの間。次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当

該各号に定める医療費の助成を受けることができる。 

（１）施行日の前日において旧条例第５条第１項の規定による医療費の助成を受

けている場合 新条例第５条第１項の規定による医療費の助成 

（２）施行日の前日において旧条例第５条第２項の規定による医療費の助成を受

けている場合 新条例第５条第２項の規定による医療費の助成 

６ 施行日の前日において旧条例第３条第１項第８号に該当する者(１２歳に達す

る日の翌日以後の最初の４月１日から１８歳に達する日の属する月の末日までに

ある者に限る。)として、旧条例第５条第１項の規定による医療費の助成を受けて

いる者(施行日の前日が１３歳から１８歳までのそれぞれの年齢に達する日の属

する月の末日である者を除く。)が、施行日において新条例の規定を適用すること

とした場合、新条例第３条第１項第７号又は第８号に該当し、かつ、その医療費

の助成の範囲が新条例第５条第２項に規定する範囲となるときは、その者の医療

費の助成の範囲は、同項の規定にかかわらず、施行日から１年を経過する日まで

の間は、同条第１項に規定する範囲とするものとする。 

(準備行為) 

７ 新条例の規定による医療費の助成に係る申請その他準備行為は、施行日前にお

いても行うことができる。 

附 則(令和６年３月２１日条例第１７号抄) 

(施行期日) 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第３条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に初めて同条第１項

第１号から第４号までのいずれかに該当することとなった者について適用し、同

日前に同項第１号から第４号までのいずれかに該当していた者については、なお

従前の例による。 

(準備行為) 
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３ 改正後の第４条第１項の規定の施行のために必要な手続その他の行為は、附則

第１項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。 
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○相模原市医療費助成条例施行規則 

昭和４９年３月３０日 

規則第１７号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、相模原市医療費助成条例(昭和４９年相模原市条例第１３号。

以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(一部改正〔平成４年規則１３号・２７年４号〕) 

(条例第２条第１項の規則で定める程度の障害の状態及び学校) 

第２条 条例第２条第１項に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第１

のとおりとする。 

２ 条例第２条第１項に規定する規則で定める学校は、別表第２のとおりとする。 

(追加〔平成４年規則１３号〕) 

(条例第２条第２項の規則で定める児童の状態) 

第３条 条例第２条第２項に規定する規則で定める児童の状態は、次の各号のいず

れかに該当するときとする。 

（１）児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者

が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。 

（２）父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める

程度の障害の状態にあるときを除く。 

(追加〔平成４年規則１３号〕) 

(条例第２条第２項第３号の規則で定める障害の状態) 

第４条 条例第２条第２項第３号に規定する規則で定める障害の状態は、別表第３

のとおりとする。 

(全部改正〔平成４年規則１３号〕) 

(条例第２条第２項第５号の規則で定める児童) 

第５条 条例第２条第２項第５号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいず

れかに該当する児童とする。 

（１）父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童 

（２）父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成
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１３年法律第３１号)第１０条第１項又は第１０条の２の規定による命令(母又

は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童 

（３）父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

（４）母が婚姻によらないで懐胎した児童 

（５）前号に該当するかどうか明らかでない児童 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成１０年規則５４号・２４年

１１２号・２５年１０７号・令和６年６１号〕) 

(保険各法) 

第６条 条例第３条第１項に規定する規則で定める保険各法(以下「保険各法」とい

う。)とは、次に掲げる法律をいう。 

（１）健康保険法(大正１１年法律第７０号) 

（２）船員保険法(昭和１４年法律第７３号) 

（３）国家公務員共済組合法(昭和３３年法律第１２８号) 

（４）地方公務員等共済組合法(昭和３７年法律第１５２号) 

（５）私立学校教職員共済法(昭和２８年法律第２４５号) 

(一部改正〔昭和５０年規則１８号・５８年１号・５９年３２号・４２号・

平成４年１３号・９年１４号・１０年５４号・１８年２４号・令和６年６

２号〕) 

(所得の額) 

第７条 条例第４条第１項第１号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の

養育者を除く父又は母等にあつては別表第４、次に掲げる児童の養育者にあつて

は別表第５のとおりとする。 

（１）条例第２条第２項第１号又は第４号に該当する児童であつて、かつ、父又

は母がないもの 

（２）第５条第３号に該当する児童であつて、かつ、父又は母がないもの 

（３）父母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

（４）第５条第４号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が

明らかでないもの 

（５）第５条第５号に該当する児童 
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２ 条例第４条第１項第２号に規定する規則で定める額は、別表第６のとおりとす

る。 

３ 条例第４条第２項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

（１）条例第４条第２項に規定する扶養親族等及び扶養親族等でない１８歳に満

たない者で当該小児等養育者が当該所得があつた年の１２月３１日において生

計を維持したもの(次号において「１８歳に満たない者」という。)がないとき 

６２２万円 

（２）扶養親族等又は１８歳に満たない者があるとき ６２２万円に当該扶養親

族等又は１８歳に満たない者１人につき３８万円(当該扶養親族等が所得税法

(昭和４０年法律第３３号)に規定する同一生計配偶者(７０歳以上の者に限

る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族１

人につき４４万円)を加算した額 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成７年規則３９号・８年４１

号・１０年１１号・４５号・１１年４４号・１３年６２号・１８年１２６

号・２４年１１２号・２６年６７号・２７年４号・２９年８９号・３０年

６２号・令和６年６２号〕) 

(所得の範囲) 

第８条 条例第４条第１項各号に規定する前々年の所得の範囲については、児童扶

養手当法施行令(昭和３６年政令第４０５号)第３条第１項の規定を準用する。こ

の場合において、「前年」とあるのは「前々年」と、「監護し、かつ、これと生

計を同じくする児童」とあるのは「監護する児童」と読み替えるものとする。 

２ 条例第４条第２項に規定する所得の範囲については、児童手当法施行令(昭和４

６年政令第２８１号)第２条の規定を準用する。 

(全部改正〔平成７年規則３９号〕、一部改正〔平成１４年規則７４号・１

５年６４号・２２年１０９号・２７年４号・３０年６２号・令和６年６２

号〕) 

(所得の額の計算方法) 

第９条 条例第４条第１項各号に規定する前々年の所得の額の計算方法については、
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児童扶養手当法施行令第４条第１項及び第２項の規定を準用する。この場合にお

いて、同条第１項中「その年」とあるのは「前年」と、「監護し、かつ、これと

生計を同じくする児童」とあるのは「監護する児童」と読み替えるものとする。 

２ 条例第４条第２項に規定する所得の額の計算方法については、児童手当法施行

令第３条の規定を準用する。 

(全部改正〔平成７年規則３９号〕、一部改正〔平成１４年規則７４号・１

５年６４号・２０年８２号・２２年１０９号・２７年４号・７１号・２９

年５８号・８９号・３０年６２号・６９号・令和６年６２号〕) 

(災害時における所得の特例) 

第１０条 条例第４条第３項に規定する特例は、震災、風水害、火災その他これら

に類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養

親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、

機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他の無形減価

償却資産を除く。)につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金

額を除く。)がその価格のおおむね２分の１以上である損害を受けた者がある場合、

その損害を受けた月から翌年の１２月３１日までは、前々年における当該被害者

の所得に関しては、条例第４条第１項の規定を適用しないものとする。 

(全部改正〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成７年規則３９号・２７

年４号・２９年８９号・３０年６２号・令和６年６２号〕) 

(医療証の交付申請) 

第１１条 条例第６条第１項の規定による申請をしようとする者は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に国民健康保険法(昭和３３年法律第１

９２号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和５７年法律第８０号)の

規定による被保険者又は保険各法の規定による被保険者若しくは組合員若しくは

被扶養者(以下「被保険者等」という。)であることを証する書類(以下「被保険者

証等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）条例第３条第１項第１号から第４号までのいずれかに該当する者(以下「重

度障害者」という。) 重度障害者医療費助成医療証交付申請書 

（２）条例第３条第１項第５号又は第６号に該当する者(以下「ひとり親家庭等」
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という。) ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証交付申請書(現況届)(以下「ひ

とり親家庭等申請書」という。) 

（３）条例第３条第１項第７号又は第８号に該当する者 こども医療費助成医療

証交付申請書 

２ 重度障害者医療費助成医療証交付申請書を提出する者は、医療費の助成を受け

ようとする者が重度障害者であることを証する書類を添付しなければならない。 

３ ひとり親家庭等申請書を提出する者は、次に掲げる書類を添付しなければなら

ない。 

（１）ひとり親家庭等認定調書 

（２）世帯の状況を証する書類 

（３）世帯全員の住民票記載事項に関する証明書 

（４）条例第４条第１項第１号に規定するひとり親等又は同項第２号に規定する

ひとり親等の配偶者若しくは扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)の前々

年の所得の状況を証する書類 

（５）養育者又は扶養義務者等が第９条第１項において準用する児童扶養手当法

施行令第４条第２項第３号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該

事実を明らかにすることができる書類 

４ 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和３６年法律第２３８号)の規定

による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者が、

児童扶養手当証書を提示するときは、同項各号の書類の添付を省略することがで

きる。 

５ 条例第３条第１項第７号又は第８号に該当する者の小児等養育者(小児等養育

者がない同号に該当する者にあつては、その者。第３号及び第１６条第４項にお

いて同じ。)が申請をするときは、次に掲げる書類(当該小児等養育者がない条例

第３条第１項第８号に該当する者が申請をするときにあつては、第３号及び第４

号の書類)を添付しなければならない。 

（１）小児又は高校生等が被保険者等であることを証する書類 

（２）小児又は高校生等を養育していることを証する書類 

（３）次条第３号又は第４号に掲げる期間の区分に応じて当該各号に定める日の
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属する年の前年(その日が１月から７月までの間にある場合は、その日の属する

年の前々年)の小児等養育者の所得の状況を証する書類 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

６ 市長は、第１項の申請書が提出された場合において、条例第３条に規定する対

象者でないと決定したときは、医療費助成事業医療証交付申請却下通知書により

当該申請者に通知する。 

(一部改正〔昭和５６年規則２９号・５８年１号・５９年４２号・平成４年

１３号・６年１３号・７年３９号・１０年１１号・１３年６２号・１４年

５４号・６４号・７４号・１６年６３号・１７年８２号・１９年９１号・

１７７号・２０年４３号・２４年１１２号・２７年４号・３０年６９号・

７９号・６２号・令和２年１１９号・６年６２号・６３号〕) 

(医療費助成の始期) 

第１２条 医療費の助成は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以

後の医療に関する給付に係るものから行う。 

（１）重度障害者 重度障害者となつた日の属する月の初日 

（２）ひとり親家庭等 ひとり親家庭等申請書が提出された日の属する月の初日 

（３）小児 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日 

ア当該者が生まれた日から同日以後最初の７月３１日までの間にあるもの 当

該者が生まれた日 

イアに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

ウイに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

エウに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

オエに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

カオに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 
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キカに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

クキに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

ケクに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

コケに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

サコに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

シサに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から同日以後の最初の３月３１日

までの間にある者 当該８月１日 

スシに掲げる期間の末日後の最初の４月１日から同日以後の最初の７月３１日

までの間にある者 当該４月１日 

セスに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

ソセに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

タソに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から同日以後の最初の３月３１日

までの間にある者 当該８月１日 

（４）高校生等 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日 

ア前号タに掲げる期間の末日後の最初の４月１日から同日以後の最初の７月３

１日までの間にある者 当該４月１日 

イアに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

ウイに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から１年を経過する日までの間に

ある者 当該８月１日 

エウに掲げる期間の末日後の最初の８月１日から同日以後の最初の３月３１日

までの間にある者 当該８月１日 
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２ 前項の規定にかかわらず、新たに市内に住所を有したこと、被保険者等となつ

たこと、生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)の規定による保護を受けなくな

つたこと、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成６年法律第３０号)の規定

による支援給付を受けなくなつたことにより対象となつた者については、当該対

象者となつた日以後の医療に関する給付に係るものから行うものとする。 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成６年規則１３号・７年３９

号・１０年１１号・１４年７４号・１７年８２号・１９年９１号・１７７

号・２０年２４号・２６年１１１号・２７年４号・２９年８９号・３０年

６２号・令和２年１１９号・６年６２号〕) 

(医療証の有効期限) 

第１３条 条例第６条第２項に規定する医療証(以下「医療証」という。)の有効期

限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までとする。 

（１）重度障害者に係る医療証(第１号様式) 毎年９月３０日 

（２）ひとり親家庭等に係る福祉医療証(第２号様式) 毎年１２月３１日 

（３）小児又は高校生等に係る医療証(第３号様式) 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める日 

ア小児 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日 

（ア）前条第１項第３号アからシまで並びにセ及びソに該当する者 同号ア

からシまで並びにセ及びソにおいてそれぞれ定める日以後の最初の７月３

１日 

（イ）前条第１項第３号ス及びタに該当する者 同号ス及びタにおいてそれ

ぞれ定める日以後の最初の３月３１日 

イ高校生等 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日 

（ア）前条第１項第４号アからウまでに該当する者 同号アからウまでにお

いてそれぞれ定める日以後の最初の７月３１日 

（イ）前条第１項第４号エに該当する者 同号エにおいて定める日以後の最

初の３月３１日 

２ 前項第１号の医療証は毎年１０月１日に、同項第２号の医療証は毎年１月１日
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に、同項第３号ア(ア)及びイ(ア)の医療証は毎年８月１日に、同号ア(イ)の医療

証は同号ア(イ)に定める日の翌日である４月１日に更新する。 

(全部改正〔昭和５８年規則１号〕、一部改正〔平成４年規則１３号・６年

１３号・３４号・７年３９号・８年４１号・１０年１１号・１３年６２号・

１４年５４号・６４号・７４号・１７年８２号・１９年９１号・１７７号・

２１年６９号・２７年４号・３０年６２号・令和２年７２号・１１９号・

６年６２号〕) 

(医療証の返還) 

第１４条 医療証の交付を受けた者は、その医療証が前条第１項各号に定める有効

期限を経過したとき又は対象者でなくなつたときは、速やかに市長に返還しなけ

ればならない。 

(追加〔昭和５６年規則２９号〕、一部改正〔昭和５８年規則１号・平成４

年１３号・６年１３号・８年４１号・１４年６４号・７４号・２０年４３

号・２７年４号・３０年６２号・令和２年１１９号・６年６２号〕) 

(医療証の再交付) 

第１５条 医療証の交付を受けた者は、医療証を破り、汚し、又は紛失したときは、

医療証再交付申請書により市長に再交付を申請することができる。 

２ 医療証を破り、又は汚したときの前項の規定による申請には、同項に規定する

申請書に当該医療証を添えなければならない。 

３ 医療証の再交付を受けた者は、紛失した医療証を発見したときは、直ちに当該

医療証を市長に返還しなければならない。 

(一部改正〔昭和５６年規則２９号・５８年１号・平成４年１３号・６年１

３号・１３年６２号・１４年７４号・１９年９１号・２７年４号・３０年

６２号・令和２年１１９号・６年６２号〕) 

(現金給付による助成手続) 

第１６条 条例第８条ただし書の規定により医療費の助成を受けようとする者(以

下「現金受給者」という。)は、医療費支給申請書兼請求書に医療に関する給付を

受けたことを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請し

なければならない。 
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２ 前項の規定による医療費の助成の申請は、医療に関する給付を受けた日の属す

る月の翌月から起算して２年以内に行わなければならない。 

３ 現金受給者(本市の行う国民健康保険の世帯主に限る。)が国民健康保険法第５

４条に規定する療養費の支給を受ける場合における医療費の助成手続については、

当該療養費に係る申請書の提出をもつて、第１項に規定する医療費支給申請書兼

請求書の提出とみなすことができる。 

４ 市長は、第１項の規定により医療費支給申請書兼請求書の提出を受けた場合又

は前項の療養費に係る申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、医療費

の助成を、行うことを決定したときは医療費助成決定通知書により、行わないこ

とを決定したときは医療費助成申請却下通知書により現金受給者又は小児等養育

者に通知する。 

(一部改正〔昭和５６年規則２９号・５７年１７号・５８年１号・平成４年

１３号・６年１３号・７年３９号・１０年１１号・１３年６２号・１４年

６４号・７４号・１９年９１号・２０年４３号・２１年６９号・２９年８

９号・３０年６２号・令和２年１１９号・６年６２号〕) 

(届出事項) 

第１７条 条例第１２条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、医療

証の交付を受けている者は、資格変更届又は資格喪失届に当該医療証を添えて、

提出しなければならない。 

（１）被保険者証等に関する事項 

（２）資格喪失に関する事項 

２ 条例第１２条第２項に規定する届出は、ひとり親家庭等申請書に認定調書並び

にひとり親等及び扶養義務者等の前年の所得を証する書類を添えて、毎年１１月

１日から同月２５日(当該その日が土曜日に当たる場合はその翌々日、日曜日に当

たる場合はその翌日)までに行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者

が引き続き受給資格を有する場合は、届出を省略することができる。 

(一部改正〔昭和５６年規則２９号・５８年１号・平成４年１３号・６年１

３号・７年３９号・１３年６２号・１４年７４号・１９年９１号・２７年

４号・３０年６２号・令和２年１１９号・６年６２号〕) 
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(受給資格消滅の通知) 

第１８条 市長は、対象者がその資格要件に該当しなくなつたと認めたときは、医

療費助成事業受給資格消滅通知書により、当該対象者であつたものに通知する。

ただし、対象者が死亡した場合又は医療証を返還する等不正に使用するおそれが

ないと認められる場合は、この限りでない。 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成６年規則１３号・１０年１

１号・３０年６２号・令和２年１１９号・６年６２号〕) 

(添付書類の省略) 

第１９条 市長は、この規則に規定する申請書に添付すべき書類により証明される

事項を公簿等により確認することができる場合には、当該添付すべき書類を省略

させることができる。 

(追加〔平成７年規則３９号〕、一部改正〔平成３０年規則６２号・令和２

年１１９号・６年６２号〕) 

(様式) 

第２０条 この規則の規定により使用する書類の様式(第１号様式から第３号様式

までを除く。)は、別に定める。 

(追加〔平成１９年規則９１号〕、一部改正〔平成２４年規則１１２号・３

０年６２号・令和２年１１９号・６年６２号〕) 

(委任) 

第２１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

(追加〔昭和５６年規則２９号〕、一部改正〔昭和５８年規則１号・平成４

年１３号・７年３９号・１９年９１号・３０年６２号・令和２年１１９号・

６年６２号〕) 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

(一部改正〔平成１９年規則３号〕) 

(相模原市老人医療費助成条例施行規則の廃止) 

２ 相模原市老人医療費助成条例施行規則(昭和４７年規則第３７号。以下「旧規則」
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という。)は、廃止する。 

(一部改正〔平成１９年規則３号〕) 

(経過措置) 

３ この規則施行の際、現に旧規則により行なわれた申請は、この規則の相当規定

により行なわれた申請とみなす。 

(一部改正〔平成１９年規則３号〕) 

４ この規則施行の際、現に旧規則によつて定められた様式の用紙が残存するとき

は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。 

(相模湖町の編入に伴う経過措置) 

５ 相模湖町の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧相模湖町小児の医療費の

助成に関する条例施行規則(平成７年相模湖町規則第２４号)の規定により交付さ

れた医療証は、編入日の属する月末までにあつては、条例の規定により交付され

た医療証とみなす。 

(追加〔平成１８年規則３号〕) 

(津久井町及び相模湖町の編入に伴う経過措置) 

６ 条例附則第５項の規定により条例の規定により交付された医療証とみなした医

療証又は前項の規定により条例の規定により交付された医療証とみなした医療証

の交付を受けた者に対する第１５条の規定の適用については、同条第１項中「前

条第１項の規定による有効期限」とあるのは、「平成１８年３月３１日」と読み

替えるものとする。 

(追加〔平成１８年規則３号〕、一部改正〔平成１９年規則３号〕) 

(城山町及び藤野町の編入に伴う経過措置) 

７ 条例附則第８項の規定により条例の規定により交付された医療証とみなした医

療証の交付を受けた者に対する第１５条の規定の適用については、同条第１項中

「前条第１項の規定による有効期限」とあるのは、「平成１９年３月３１日」と

読み替えるものとする。 

(追加〔平成１９年規則３号〕) 

(児童手当法施行令の改正に伴う経過措置) 

８ 平成２８年の所得の額の計算方法に係る第１１条第２項の規定の適用について
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は、同項中「児童手当法施行令」とあるのは、「児童手当法施行令の一部を改正

する政令(平成３０年政令第１７６号)による改正前の児童手当法施行令」とする。 

(追加〔平成３０年規則６９号〕、一部改正〔平成３０年規則６２号・７９

号〕) 

９ 前項の場合においては、条例第４条第２項に規定する小児等養育者が所得税法

第２条第１項第３０号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしてい

ない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻に

よらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合にお

いて同号イに該当する場合又は同項第３１号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚

した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」

とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしてい

ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と

読み替えた場合において同号に該当する場合の所得の額は、当該小児等養育者の

申請に基づき、同項第３０号に規定する寡婦又は同項第３１号に規定する寡夫で

あるとみなし、同法第８１条及び租税特別措置法(昭和３２年法律第２６号)第４

１条の１７の規定の例により算定するものとし、第１４条第４項第４号の規定は、

適用しない。 

(追加〔平成３０年規則６９号〕、一部改正〔平成３０年規則６２号・７９

号・９６号〕) 

(児童扶養手当法施行令の改正に伴う経過措置) 

１０ 平成２８年の所得の額の計算方法に係る第１１条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「児童扶養手当法施行令」とあるのは、「児童扶養手当法施行令等

の一部を改正する政令(平成３０年政令第２３２号)第１条の規定による改正前の

児童扶養手当法施行令」とする。 

(追加〔平成３０年規則７９号〕、一部改正〔平成３０年規則６２号・７９

号〕) 

１１ 前項の場合においては、第１４条第２項第５号の規定は、適用しない。 

(追加〔平成３０年規則７９号〕、一部改正〔平成３０年規則６２号・７９
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号〕) 

附 則(昭和５０年３月２８日規則第１８号) 

この規則は、昭和５０年４月１日から施行する。 

附 則(昭和５３年６月２９日規則第３４号) 

この規則は、昭和５３年７月１日から施行する。 

附 則(昭和５６年６月１日規則第２９号) 

１ この規則は、昭和５６年７月１日から施行する。ただし、第４条に後段を加え

る改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この規則施行の際、現に交付されている本市の行う国民健康保険の被保険者で

ある重度心身障害者に係る医療証は、この規則による改正後の相模原市医療費助

成条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。 

附 則(昭和５７年３月２７日規則第１７号) 

この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則(昭和５８年１月２６日規則第１号) 

１ この規則は、昭和５８年２月１日から施行する。 

２ この規則施行の際、現に改正前の相模原市医療費助成条例施行規則の規定によ

り定められた様式が残存するときは、当分の間、所要の修正をして使用すること

ができる。 

附 則(昭和５９年６月１４日規則第３２号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和５９年９月２９日規則第４２号) 

１ この規則は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

２ この規則施行の際、現に交付されている一般老人に係る医療証及び重度障害者

(本市の行う国民健康保険の被保険者である重度障害者を除く。)に係る医療証は、

この規則による改正後の相模原市医療費助成条例施行規則の規定により交付され

たものとみなす。 

附 則(昭和６１年１１月１日規則第５９号) 

１ この規則は、別に規則で定める日から施行する。 

(昭和６１年規則第６２号で昭和６２年１月１日から施行) 
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２ この規則の施行の際現に改正前の相模原市医療費助成条例施行規則(以下「旧規

則」という。)の規定により交付されている一般老人に係る医療証(以下「旧老人

医療証」という。)及び重度障害者(本市の行う国民健康保険の被保険者である重

度障害者を除く。)に係る医療証は、改正後の相模原市医療費助成条例施行規則(以

下「新規則」という。)の規定により交付されたものとみなす。ただし、旧老人医

療証にあつては新規則に規定する一般老人に係る医療証(以下「新老人医療証」と

いう。)が交付されるまでの間に限る。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定による旧老人医療証の交付を受けている

者は、新規則の規定による新老人医療証の交付を受けたときは、速やかに旧老人

医療証を市長に返還しなければならない。 

附 則(平成４年３月２７日規則第１３号) 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則(平成４年１０月７日規則第４１号) 

この規則は、平成５年１月１日から施行する。 

附 則(平成５年９月３０日規則第４６号) 

この規則は、平成６年１月１日から施行する。 

附 則(平成６年３月３１日規則第１３号) 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則(平成６年６月３０日規則第３４号) 

この規則は、平成６年７月１日から施行する。 

附 則(平成６年９月３０日規則第４３号) 

１ この規則は、平成６年１０月１日から施行する。ただし、別表第４、別表第５

及び別表第６の改正規定は、平成７年１月１日から施行する。 

２ この規則施行の際、現に交付されている本市の行う国民健康保険の被保険者で

ある重度障害者に係る医療証は、この規則による改正後の相模原市医療費助成条

例施行規則の規定により交付されたものとみなす。 

附 則(平成６年１２月１９日規則第５６号) 

この規則は、平成７年１月１日から施行する。 

附 則(平成７年９月２９日規則第３９号) 
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この規則は、平成７年１０月１日から施行する。 

附 則(平成７年１２月２５日規則第５４号) 

１ この規則は、平成８年１月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第４から別表第６までの規定は、平成８年１月１日以後の医療に

係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、な

お従前の例による。 

附 則(平成８年７月１日規則第４１号) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則施行の際現に改正前の相模原市医療費助成条例施行規則(以下「旧規

則」という。)の規定により交付されている重度障害者に係る医療証(以下「旧重

度障害者医療証」という。)は、改正後の相模原市医療費助成条例施行規則(以下

「新規則」という。)の規定による重度障害者医療証(以下「新重度障害者医療証」

という。)が交付されるまでの間に限り、新規則の規定により交付されたものとみ

なす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定による旧重度障害者医療証の交付を受け

ている者は、新規則の規定による新重度障害者医療証の交付を受けたときは、速

やかに旧重度障害者医療証を市長に返還しなければならない。 

附 則(平成８年１２月１８日規則第４７号) 

１ この規則は、平成９年１月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第４から別表第６までの規定は、平成９年１月１日以後の医療に

係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、な

お従前の例による。 

附 則(平成９年３月３１日規則第１４号) 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則(平成９年１２月２４日規則第５７号) 

１ この規則は、平成１０年１月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第４から別表第６までの規定は、平成１０年１月１日以後の医療

に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、

なお従前の例による。 
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附 則(平成１０年６月１６日規則第４５号) 

１ この規則は、平成１０年７月１日から施行する。 

２ 改正後の第８条の規定は、平成１０年７月１日以後の医療に係る費用の助成に

ついて適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成１０年３月２６日規則第１１号) 

１ この規則は、平成１０年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の第８条第３項の規定の適用については、相模原市医療費助成条例の一

部を改正する条例(平成１０年相模原市条例第９号)による改正後の相模原市医療

費助成条例(昭和４９年相模原市条例第１３号)第４条第２項第１号及び第２号に

定める年が平成８年である場合にあつては、第８条第３項中「３４４万５，００

０円」とあるのは、「３２７万８，０００円」と読み替えるものとする。 

(追加〔平成１０年規則５６号〕) 

３ この規則の施行の際現に改正前の相模原市医療費助成条例施行規則の規定によ

り交付されている乳児に係る医療証は、改正後の相模原市医療費助成条例施行規

則の規定により交付された乳児又は幼児に係る医療証とみなす。 

(一部改正〔平成１０年規則５６号〕) 

附 則(平成１０年８月１日規則第５４号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成１０年９月３０日規則第５６号) 

この規則は、平成１０年１０月１日から施行する。 

附 則(平成１０年１１月１８日規則第６２号) 

１ この規則は、平成１１年１月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第４から別表第６までの規定は、平成１１年１月１日以後の医療

に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、

なお従前の例による。 

附 則(平成１１年３月２９日規則第１２号) 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則(平成１１年６月１４日規則第４４号) 

１ この規則は、平成１１年７月１日から施行する。 
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２ 改正後の第８条第３項の規定の適用については、相模原市医療費助成条例(昭和

４９年相模原市条例第１３号)第４条第２項各号に定める年が平成９年である場

合にあつては、第８条第３項第１号中「３６１万円」とあるのは「３４４万５，

０００円」と、同項第２号中「３６１万円」とあるのは「３４４万５，０００円」

と、「３８万円」とあるのは「３０万円」と、「４４万円」とあるのは「３６万

円」と読み替えるものとする。 

附 則(平成１３年３月３０日規則第２１号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成１３年６月２９日規則第６２号) 

１ この規則は、平成１３年７月１日から施行する。 

２ 改正後の第８条第３項の規定の適用については、相模原市医療費助成条例(昭和

４９年相模原市条例第１３号)第４条第２項各号に定める年が平成１１年である

場合にあっては、第８条第３項各号中「４６０万円」とあるのは「３６１万円」

と読み替えるものとする。 

３ この規則の施行の際現に改正前の相模原市医療費助成条例施行規則の規定によ

り定められた様式が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして

使用することができる。 

附 則(平成１４年８月３０日規則第５４号) 

１ この規則は、平成１４年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前にお

いても行うことができる。 

附 則(平成１４年９月３０日規則第６４号) 

この規則は、平成１４年１０月１日から施行する。ただし、第５号様式の改正規

定は、同年１１月１日から施行する。 

附 則(平成１４年１２月２４日規則第７４号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成１５年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前にお
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いても行うことができる。 

３ 相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例(平成１４年相模原市条例第２

９号)附則第３項に規定する者についての医療費の助成に係る手続については、な

お従前の例による。 

４ この規則の施行の際現に改正前の相模原市医療費助成条例施行規則の規定によ

り定められた様式による用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の

修正をして使用することができる。 

附 則(平成１５年３月３１日規則第６４号) 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則(平成１６年７月３０日規則第６１号) 

１ この規則は、平成１６年８月２日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の相模原市家庭保育福祉員に関する規則、相模

原市医療費助成条例施行規則、相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規

則、相模原市営斎場条例施行規則、相模原市看護師等修学資金貸付条例施行規則、

相模原市市営住宅条例施行規則、相模原市立男女共同参画推進センター条例施行

規則、相模原市保健所及び保健センター条例施行規則、相模原市助産の実施及び

母子保護の実施に関する規則、結核予防法の施行に関する規則、相模原市立児童

クラブ条例施行規則、相模原市国民健康保険条例施行規則、結核児童療育給付に

関する規則、育成医療に関する規則、老人福祉法の施行に関する規則、児童福祉

法の施行に関する規則及び母子及び寡婦福祉法の施行に関する規則の規定により

定められた様式が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使

用することができる。 

附 則(平成１６年８月２日規則第６３号) 

１ この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前にお

いても行うことができる。 

３ この規則の施行の際現に改正前の相模原市医療費助成条例施行規則の規定によ

り定められた様式による用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の

修正をして使用することができる。 
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附 則(平成１７年８月１日規則第８２号) 

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前にお

いても行うことができる。 

附 則(平成１８年１月３０日規則第３号) 

１ この規則は、平成１８年３月２０日から施行する。 

２ この規則の施行のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前にお

いても行うことができる。 

附 則(平成１８年３月１０日規則第２４号) 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前にお

いても行うことができる。 

附 則(平成１８年５月１日規則第１２６号) 

１ この規則は、平成１８年７月１日から施行する。 

２ 改正後の第８条第３項の規定の適用については、相模原市医療費助成条例(昭和

４９年相模原市条例第１３号)第４条第２項各号に定める年が平成１５年又は平

成１６年である場合にあっては、第８条第３項各号中「５３２万円」とあるのは

「４６０万円」と読み替えるものとする。 

３ この規則の施行のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前にお

いても行うことができる。 

附 則(平成１９年１月２６日規則第３号) 

１ この規則は、平成１９年３月１１日から施行する。 

２ この規則の施行のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前にお

いても行うことができる。 

附 則(平成１９年３月３０日規則第６８号) 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則(平成１９年３月３０日規則第９１号) 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前にお
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いても行うことができる。 

附 則(平成１９年１２月１２日規則第１７３号) 

この規則は、平成１９年１２月２６日から施行する。 

附 則(平成１９年１２月２５日規則第１７７号) 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の相模原市医療費助成条例施行規則の規定の適用の

ため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことがで

きる。 

附 則(平成２０年３月２８日規則第２４号) 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則(平成２０年３月３１日規則第４３号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

(相模原市医療費助成条例施行規則の改正に伴う経過措置) 

２ 第１条の規定による改正後の第１８条第４項の規定は、平成２０年４月１日以

後の医療に係る医療費の助成手続について適用し、同日前の医療に係る医療費の

助成手続については、なお従前の例による。 

附 則(平成２０年１０月１日規則第８２号) 

この規則は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則(平成２１年９月３０日規則第６９号) 

この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則(平成２２年７月３０日規則第１０９号) 

この規則は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則(平成２４年１２月１日規則第１１２号) 

この規則は、平成２５年１月１日から施行する。ただし、第１２条及び第２２条

の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２５年１２月２７日規則第１０７号) 

この規則は、平成２６年１月３日から施行する。 

附 則(平成２６年５月１日規則第６７号) 
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(施行期日) 

１ この規則は、平成２６年７月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第８条第３項の規定の適用については、相模原市医療費助成条例(昭和

４９年相模原市条例第１３号)第４条第２項各号に定める年が平成２３年又は平

成２４年である場合にあつては、第８条第３項各号中「６２２万円」とあるのは

「５３２万円」と読み替えるものとする。 

(準備行為) 

３ 改正後の第８条第３項各号に規定する額を用いる医療費の助成に係る申請の受

付その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。 

附 則(平成２６年１０月１日規則第１１１号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２７年１月３０日規則第４号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現に改正前の相模原市医療費助成条例施行規則の規定によ

り定められた様式による用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の

修正をして使用することができる。 

(準備行為) 

３ 改正後の相模原市医療費助成条例施行規則の規定による医療費の助成に係る申

請の受付その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

附 則(平成２７年３月３１日規則第７１号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

(相模原市医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置) 
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２ 第１条の規定による改正後の相模原市医療費助成条例施行規則第１０条第３項

の規定は、この規則の施行の日以後の医療の給付に係る医療費の助成から適用す

る。 

附 則(平成２８年３月２５日規則第１１号) 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則(平成２９年３月３１日規則第５８号) 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則(平成２９年１２月２８日規則第８９号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第８条及び別表第４の規定は、平成３０年以後の所得による相模原市

医療費助成条例(昭和４９年相模原市条例第１３号)の規定による医療費の助成の

制限について適用し、平成２９年以前の所得による当該医療費の助成の制限につ

いては、なお従前の例による。 

附 則(平成３０年４月１０日規則第６２号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

(相模原市医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置) 

２ この規則の施行の際現に第１条の規定による改正前の相模原市医療費助成条例

施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定により定められた様式による

用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用すること

ができる。 

３ 旧規則の規定により交付された医療証については、改正後の相模原市医療費助

成条例施行規則の規定により交付された医療証とみなす。 

附 則(平成３０年５月３０日規則第６９号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成３０年６月１日から施行する。 

附 則(平成３０年７月３１日規則第７９号) 
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この規則は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則(平成３０年１１月８日規則第９６号) 

この規則は、平成３０年１２月２１日から施行する。 

附 則(令和２年４月１日規則第７２号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和２年１２月２８日規則第１１９号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則(令和４年３月３１日規則第４０号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１及び別表第３の規定は、この規則の施行の日以後に行われる

診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われ

た診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例によ

る。 

附 則(令和６年３月２９日規則第６１号) 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則(令和６年３月２９日規則第６２号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和６年８月１日から施行する。 

附 則(令和６年３月２９日規則第６３号) 

この規則中第１条の規定は令和６年１０月１日から、第２条の規定は同年４月１

日から施行する。 

別表第１(第２条関係) 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成２７年規則４号・令和４年

４０号〕) 

(１) 次に掲げる視覚障害 

ア 両眼の視力がそれぞれ０．０７以下のもの 
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イ 一眼の視力が０．０８、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI／４視標による周辺視野

角度の和がそれぞれ８０度以下かつI／２視標による両眼中心視野角度が５

６度以下のもの 

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が７０点以下かつ両眼中

心視野視認点数が４０点以下のもの 

(２) 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの 

(３) 平衡機能に著しい障害を有するもの 

(４) そしやくの機能を欠くもの 

(５) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

(６) 両上肢の親指及び人さし指又は中指を欠くもの 

(７) 両上肢の親指及び人さし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 

(８) 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

(９) 一上肢の全ての指を欠くもの 

(１０) 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

(１１) 両下肢の全ての指を欠くもの 

(１２) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 

(１３) 一下肢を足関節以上で欠くもの 

(１４) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

(１５) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を

必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が

著しい制限を受けること又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする

程度のもの 

(１６) 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

(１７) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、

その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものにつ

いては、矯正視力によつて測定する。 

別表第２(第２条関係) 
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(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成７年規則３９号・１３年２

１号・１９年３号・６８号・１７３号・２０年８２号・令和２年１１９号・

６年６２号〕) 

(１) 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する高等学校(同法第

５８条に規定する専攻科及び別科を除く。) 

(２) 学校教育法第１条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第７０条第１

項において準用する同法第５８条に規定する専攻科及び別科を除く。) 

(３) 学校教育法第１条に規定する高等専門学校(第４学年以上の者を除く。) 

(４) 学校教育法第１条に規定する特別支援学校の高等部 

(５) 学校教育法第１２５条第１項に規定する専修学校の高等課程 

(６) 学校教育法第１３４条第１項に規定する各種学校のうち外国人学校高等部 

別表第３(第４条関係) 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成２７年規則４号・令和４年

４０号〕) 

(１) 次に掲げる視覚障害 

ア 両眼の視力がそれぞれ０．０３以下のもの 

イ 一眼の視力が０．０４、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI／４視標による周辺視野

角度の和がそれぞれ８０度以下かつI／２視標による両眼中心視野角度が２

８度以下のもの 

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が７０点以下かつ両眼中

心視野視認点数が２０点以下のもの 

(２) 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 

(３) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

(４) 両上肢の全ての指を欠くもの 

(５) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

(６) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

(７) 両下肢を足関節以上で欠くもの 

(８) 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができな
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い程度の障害を有するもの 

(９) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、

かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 

(１０) 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要

とする程度の障害を有するもの 

(１１) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、

かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害

を有するものであつて、当該障害の原因となつた傷病につき初めて医師の診断

を受けた日から起算して１年６月を経過しているもの 

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものにつ

いては、矯正視力によつて測定する。 

別表第４(第７条関係) 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成４年規則４１号・５年４６

号・６年４３号・７年５４号・８年４７号・９年５７号・１０年６２号・

１４年７４号・２４年１１２号・２７年４号・２９年８９号・３０年６２

号・令和６年６２号〕) 

扶養親族等又は児童の

数 

金額 

０人 １，９２０，０００円 

１人以上 １，９２０，０００円に、当該扶養親族等又は児童１人につ

き３８０，０００円を加算した額 

(所得税法に規定する同一生計配偶者(７０歳以上の者に限

る。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者

又は老人扶養親族１人につき１００，０００円を、同法に規

定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(１９歳未満の者

に限る。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族又は

控除対象扶養親族１人につき１５０，０００円をその額に加

算した額) 

備考 左欄に掲げる区分に応じて、右欄に定める額とする。 
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別表第５(第７条関係) 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成６年規則４３号・７年５４

号・８年４７号・９年５７号・１０年６２号・２７年４号・３０年６２号・

令和６年６２号〕) 

扶養親族等又は児童の

数 

金額 

０人 ２，３６０，０００円 

１人 ２，７４０，０００円 

２人以上 ２，７４０，０００円に扶養親族等又は児童のうち１人を除

いた扶養親族等又は児童１人につき３８０，０００円を加算

した額 

(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に

当該老人扶養親族１人につき(当該老人扶養親族のほかに扶

養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち１人を除い

た老人扶養親族１人につき)６０，０００円を加算した額) 

備考 左欄に掲げる区分に応じて、右欄に定める額とする。 

別表第６(第７条関係) 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成６年規則４３号・７年５４

号・８年４７号・９年５７号・１０年６２号・２７年４号・３０年６２号・

令和６年６２号〕) 

扶養親族等の数 金額 

０人 ２，３６０，０００円 

１人 ２，７４０，０００円 

２人以上 ２，７４０，０００円に扶養親族等のうち１人を除いた扶養親族等

１人につき３８０，０００円を加算した額 

(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老

人扶養親族１人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がな

いときは、当該老人扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族１人
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につき)６０，０００円を加算した額) 

備考 左欄に掲げる区分に応じて、右欄に定める額とする。 
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第１号様式(第１３条関係) 

(全部改正〔平成８年規則４１号〕、一部改正〔平成１３年規則６２号・１

４年７４号・１９年９１号・３０年６２号・令和２年１１９号・４年４０

号・６年６２号〕) 

第２号様式(第１３条関係) 

(追加〔平成４年規則１３号〕、一部改正〔平成６年規則１３号・７年３９

号・８年４１号・１３年６２号・１４年７４号・１９年９１号・３０年６

２号・令和２年１１９号・６年６２号〕) 

第３号様式(第１３条関係) 

(追加〔平成７年規則３９号〕、一部改正〔平成８年規則４１号・１０年１

１号・１３年６２号・１４年７４号・１９年９１号・３０年６２号・令和

２年１１９号・６年６２号〕) 

 


